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北九州市渡船事業条例の一部を改正する条例をここに公布する。

  平成３１年３月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治     

北九州市条例第２号

   北九州市渡船事業条例の一部を改正する条例

 北九州市渡船事業条例（昭和３９年北九州市条例第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表第２第１項の表中「４００円」を「６００円」に、「２００円」を「３

００円」に、「２８０円」を「４２０円」に、「１４０円」を「２１０円」に

、「１２０円」を「１８０円」に、「６０円」を「９０円」に改め、別表第２

第２項第２号の表中「５６０円」を「８４０円」に、「２８０円」を「４２０

円」に、「４００円」を「５９０円」に、「２００円」を「３００円」に、「

１７０円」を「２６０円」に、「９０円」を「１３０円」に改め、別表第２第

３項第１号の表中「７，２００円」を「７，９２０円」に、「５，０４０円」

を「５，５５０円」に、「４，８００円」を「５，０４０円」に、「３，３６

０円」を「３，５３０円」に改め、同項に次の１号を加える。

（４） 特別企画運賃 

前項第１号に規定する場合の往復運賃の３割以内の額を割引した額の

範囲内において規則で定める額とする。

別表第２第６項の表中「６０円」を「７０円」に、「１２０円」を「１３０

円」に、「８０円」を「９０円」に改める。 

付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日前に改正前の北九州市渡船事業条例の規定に基づき発

行された小倉渡船の往復券、定期券及び回数券は、往復券及び定期券にあっ

てはその残余通用期間に限り、回数券にあっては同日から６月間に限り、改

正後の北九州市渡船事業条例の規定に基づき発行されたものとみなす。
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 北九州市渡船事業条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成３１年３月２２日

北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１１号

   北九州市渡船事業条例施行規則の一部を改正する規則

 北九州市渡船事業条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第１０７号）の一

部を次のように改正する。

 第１条の見出し中「および」を「及び」に改め、同条中「および」を「及び

」に、「別表の左欄にかかげるとおりとし、その様式は、同表の右欄にかかげ

る様式」を「次に掲げるとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

（１） 普通券

（２） 往復乗船券

（３） 通勤定期券

（４） 通学定期券

（５） 自転車定期券

（６） 自転車定期券（通学）

（７） 通勤自転車定期券

（８） 通学自転車定期券

（９） 回数券

（１０） 特別企画乗船券

（１１） 特別乗船定期券

 第２条第１項中「通勤定期券は」を「通勤定期券又は通勤自転車定期券は」

に、「（第８号様式）」を「又は通勤自転車定期券購入申込書」に改め、同条

第２項各号列記以外の部分中「通学定期券は」を「通学定期券又は通学自転車

定期券は」に、「（第９号様式）」を「又は通学自転車定期券購入申込書」に

改め、同条第４項各号列記以外の部分中「前３項」を「前各項」に、「当該各

号の」を「当該各号に」に改め、同項第１号中「通勤定期券」の次に「及び通

勤自転車定期券」を加え、同項第２号中「通学定期券」の次に「、自転車定期

券（通学）及び通学自転車定期券」を加え、同項を同条第５項とし、同条第３

項各号列記以外の部分中「（第１０号様式）」を削り、同項第２号中「第１７

条」を「第１２条の４」に改め、同項第３号中「第１５条の２第１項第２号」

を「第１１条第１項第２号ハ若しくは第１２条第２項」に、「第１２条第２項

」を「第１１条第１項第２号ハ若しくは第１２条第２項」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 自転車定期券（通学）は、前項の規定により通学定期券の発行を受けた者
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並びに次項の規定により特別乗船定期券の発行を受けた小学生及び中学生が

自転車定期券（通学）購入申込書を提出したときに発行する。

 第９条中「（第１１号様式）」を削り、同条を第１０条とする。

第８条中「および」を「及び」に改め、同条を第９条とする。

第７条中「通用開始の日」を「通用開始日」に改め、同条を第８条とする。

第６条の見出し中「定期乗船券」を「定期券」に改め、同条第１項中「また

は」を「又は」に、「使用開始の日および」を「定期券の通用開始日及び」に

、「定期乗船券」を「定期券」に改め、同条第２項中「定期乗船券」を「定期

券」に改め、同条第３項中「定期乗船券」を「定期券」に、「または学校」を

「又は学校」に、「第２条」を「第２条第１項及び第２項」に、「通勤または

通学」を「定期券」に、「かえる」を「代える」に改め、同条第４項中「年令

」を「年齢」に、「および」を「及び」に、「または」を「又は」に改め、同

条を第７条とし、第５条を第６条とする。

第４条各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号

中「往復券および」を「往復乗船券、特別企画乗船券及び」に改め、同条第３

号中「通用期間の始めの日」を「通用開始日」に改め、同条を第５条とする。

第３条の次に次の１条を加える。

 （特別企画運賃） 

第４条 北九州市渡船事業条例（昭和３９年北九州市条例第３１号。以下「条

例」という。）別表第２第３項第４号に規定する規則で定める特別企画運賃

の額は、別表のとおりとする。

本則に次の１条を加える。

（乗船券等の様式）

第１１条 この規則に定める乗船券、定期券、申込書等の様式は、別に産業経

済局長が定める。

 別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

注 金額には、消費税の額に相当する額及び地方消費税の額に相当する額 

を含む。 

種別 区間 金額 

往復乗船券（大人）２

枚及び往復乗船券（小

児）２枚のつづり 

小倉～藍島 ３，０００円 

小倉～馬島 ２，０００円 

往復乗船券（大人）２

枚のつづり 

小倉～藍島 ２，０００円 

小倉～馬島 １，４００円 
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第１号様式から第１１号様式までを削る。 

   付 則 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第２条第３項第２

号及び第３号の改正規定は、公布の日から施行する。
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北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成３１年３月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１２号

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則

北九州市衛生施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州

市規則第３１号）の一部を次のように改正する。

別表の休業日の欄中「木曜日、金曜日及び」を「水曜日、木曜日及び」に改

める。

  付 則

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

8



北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成３１年３月２２日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第１３号

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例（平成３０年北九州市条例第５９号）中別表第６の改正規定（

〃   八幡東区西本町三丁目５番及び６番  を

 〃   八幡東区西本町三丁目５番      に

改める部分に限る。）の施行期日は、平成３１年４月１日とする。

「

「

」

」
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北九州市告示第９０号 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき、北九州市

戸畑区、若松区、八幡東区及び八幡西区における特定計量器検定検査規則（平

成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項第５号に該当する特定計量器の

定期検査を次のとおり実施する。 

  平成３１年３月２２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 検査期日、検査時間及び検査場所 

検査期日 検査時間 検査場所 

平成３１年５月７日から平

成３２年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

戸畑区内の特定計量器

の所在の場所 

平成３１年５月２７日から

平成３２年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

若松区内の特定計量器

の所在の場所 

平成３１年６月２４日から

平成３２年３月３１日まで 

１０時～１２時

１３時～１６時 

八幡東区の特定計量器

の所在の場所 

平成３１年７月１６日から

平成３２年３月３１日まで 

１０時～１２時 

１３時～１６時 

八幡西区内の特定計量

器の所在の場所 

  備考 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 

１７８号）に規定する休日並びに平成３１年１２月３０日から平成３ 

２年１月３日までの日は、定期検査を行わない。 

２ 検査を行わせる指定定期検査機関の名称 

  特定非営利活動法人 北九州市計量士会 
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北九州市告示第９１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、延命寺臨海公園駐車施設の使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成３１年３月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

アマノマネジメントサ

ービス株式会社 

北九州市小倉南区湯川

二丁目９番２２号 

平成３１年３月２４日

から同月３１日まで 

11



北九州市告示第９２号

北九州市自転車の放置の防止に関する条例（平成元年北九州市条例第８号）

第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により放置自転車を移動し、保管し

たので、同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

 平成３１年３月２２日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 移動し、保管した自転車が放置されていた場所、移動し、保管した自転車

の台数、移動し、保管した年月日並びに保管及び返還を行う場所

  別表のとおり

２ 返還事務を行う時間

  月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

  土曜日 午後１時から午後５時まで

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日及び平成３１年５月１日は、返還事務を行わない。

３ 問合せ先

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市建設局道路部道路維持課（電話５８２－２２７４）

４ 返還を受けるために必要な事項

  自転車の返還を受けようとする者は、自己の住所及び氏名並びに当該自転

車の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

５ その他

  この告示に係る自転車について、この告示の日から起算して６月を経過し

ても利用者等が当該自転車を引き取らない場合は、北九州市において処分す

る。

別表

移動し、保管した自転車

が放置されていた場所

移動し、

保管した

自転車の

台数

移動し、保

管した年月

日

保管及び返還を行う

場所

ＪＲ門司駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 平成３１年

２月１５日

北九州市門司区西海

岸一丁目３番

西海岸自転車保管所ＪＲ門司港駅周辺地区自

転車放置禁止区域

１台 平成３１年

２月１５日

門司区自転車放置禁止区 １台 平成３１年
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域外 ２月１４日

ＪＲ小倉駅周辺地区自転

車放置禁止区域

８台 平成３１年

２月１４日

北九州市小倉北区青

葉二丁目１番

青葉自転車保管所１１台 平成３１年

２月１９日

ＪＲ西小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

５台 平成３１年

２月２２日

ＪＲ南小倉駅周辺地区自

転車放置禁止区域

１台 平成３１年

２月６日

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番

小倉北区自転車放置禁止

区域外

３台 平成３１年

２月１日

下城野自転車保管所

２台 平成３１年

２月４日

１台 平成３１年

２月５日

３台 平成３１年

２月６日

１台 平成３１年

２月８日

２台 平成３１年

２月１２日

１台 平成３１年

２月１３日

２台 平成３１年

２月１４日

２台 平成３１年

２月１５日

１台 平成３１年

２月２０日

２台 平成３１年

２月２７日

ＪＲ下曽根駅周辺地区自

転車放置禁止区域

２台 平成３１年

２月８日

北九州市小倉南区八

重洲町１６番
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１台 平成３１年

２月１２日

八重洲自転車保管所

１台 平成３１年

２月１８日

モノレール徳力嵐山口停

留所周辺地区自転車放置

禁止区域

２台 平成３１年

２月７日

小倉南区自転車放置禁止

区域外

９台 平成３１年

２月１日

北九州市小倉南区下

城野一丁目１番

下城野自転車保管所９９台 平成３１年

２月４日

１台 平成３１年

２月７日

５台 平成３１年

２月８日

８台 平成３１年

２月１２日

８台 平成３１年

２月１４日

５台 平成３１年

２月１５日

１１台 平成３１年

２月１９日

５台 平成３１年

２月２０日

１４台 平成３１年

２月２２日

７台 平成３１年

２月２５日

２台 平成３１年

２月２６日

若松区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３１年

２月１２日

北九州市若松区響南

町８番

小石自転車保管所１台 平成３１年
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２月２５日

ＪＲ八幡駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１台 平成３１年

２月１２日

北九州市八幡西区築

地町１０番

八幡東区自転車放置禁止

区域外

４台 平成３１年

２月４日

築地自転車保管所

２台 平成３１年

２月２１日

３台 平成３１年

２月２８日

ＪＲ折尾駅周辺地区自転

車放置禁止区域

６台 平成３１年

２月２１日

北九州市八幡西区長

崎町２番

長崎町自転車保管所ＪＲ本城駅周辺地区自転

車放置禁止区域

１２台 平成３１年

２月１３日

ＪＲ黒崎駅周辺地区自転

車放置禁止区域

３台 平成３１年

２月５日

北九州市八幡西区築

地町１０番

築地自転車保管所
八幡西区自転車放置禁止

区域外

５台 平成３１年

２月４日

１５台 平成３１年

２月８日

ＪＲ九州工大前駅周辺地

区自転車放置禁止区域

８台 平成３１年

２月１８日

北九州市戸畑区三六

町１３番

１台 平成３１年

２月２５日

三六自転車保管所

ＪＲ戸畑駅周辺地区自転

車放置禁止区域

９台 平成３１年

２月８日

１台 平成３１年

２月１４日

戸畑区自転車放置禁止区

域外

１台 平成３１年

２月１日

２台 平成３１年

２月５日

２台 平成３１年
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２月８日

１台 平成３１年

２月１２日

１台 平成３１年

２月２５日
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北九州市公告第１６８号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定によ 

る道路の指定を取り消したので、次のとおり公告する。 

  平成３１年３月２２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定の取消に係る道路の指定年月日及び指定番号 

  平成１７年１０月１４日 第１０号 

２ 指定の取消に係る道路の路線名 

路線名 事業名 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 起点 終点 

空港北町

４号線 

新北九州

空港関連

用地整備

事業 

６．０ １３０ 北九州市小

倉南区空港

北町２番 

北九州市小

倉南区空港

北町２番 

３ 指定の取消年月日 

  平成３１年３月２２日 
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北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３１年３月２２日

北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第１号

   北九州市立高等学校学則の一部を改正する規則

 北九州市立高等学校学則（昭和３９年北九州市教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。

 第１条第２号中「１６０人」を「１２０人」に改める。

付 則

 （施行期日）

１ この規則は、平成３２年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の第１条第２号の規定は、平成３２年度の入学者から適用し、平成

３１年度以前の入学者については、なお従前の例による。
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